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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年10月2日(2012.10.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置的に固定の及び可動の接続点の間で、ケーブル、導線、ホース等を案内する導線案
内装置であって、
　前記導線案内装置は、少なくとも１つの本質的に帯状の支持ユニット（１）を有し、前
記支持ユニット（１）と一体に形成された保持要素（２、１７）を有し、
　前記保持要素（２、１７）は、前記支持ユニット（１）から打抜き加工および曲げ加工
により形成され、実質的にそこから前記支持ユニット（１）の長手方向に対して直角に突
出する、導線案内装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの保持要素（２、１７）は、実質的にフレームの形に形成されるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の導線案内装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの保持要素（２）は、少なくとも１つの開口（６）を有することを
特徴とする、請求項１又は２に記載の導線案内装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの保持要素（２）は、少なくとも２つの保持部セクター（１３、１
４）を有することを特徴とする、請求項１、２又は３に記載の導線案内装置。
【請求項５】
　少なくとも１つの凹部（８）は、前記支持ユニット（１）の中に少なくとも２つの隣接
する保持要素（２、１７）の間に形成されることを特徴とする、請求項１乃至４のうちい
ずれか一項に記載の導線案内装置。
【請求項６】
　前記支持ユニットは、上面と下面を有し、少なくとも１つの保持要素は前記上面から突
出し、少なくとも１つの保持要素は前記下面から突出することを特徴とする、請求項１乃
至５のうちいずれか一項に記載の導線案内装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
　図１及び図２は、位置的に固定の及び可動の接続点の間でケーブル、導線、ホース等を
案内する導線案内装置の第１の実施例を示す図である。導線案内装置は、略帯状に形成さ
れた支持ユニット１を有する。一体の保持要素２は、支持ユニット１と共に形成される。
保持要素２は、支持ユニット１から形成され、支持ユニット１の長手方向に対して略直角
にそこから突出して配置される。図示の実施例では、保持要素２は略３次元的に形成され
ている。各々が、支持ユニット１の平面に対して略垂直に形成された２つの部分４を有す
る。図示の実施例では、部分４は、互いに離間して終わる狭まる部分５に結合される。こ
の結果、いずれの場合にも開口６が形成される。部分４は、保持要素２のより高い強度が
達成されるよう、ブリッジ７によって互いに結合される。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２６】
　図５及び図６は、本発明による導線案内装置の第３の実施例を示す図である。導線案内
装置は、帯状に形成された支持ユニット１を有する。凹部８は、支持ユニット１内に設け
られる。ケーブル、導線、ホース等を案内するために、導線案内装置は、支持ユニット１
と一体に形成された保持要素２を有する。保持要素２は、例えば打抜き加工及び曲げ加工
により、支持ユニット１の帯状材料から製造される。図５及び図６に示す実施例では、保
持要素２は、略フレーム状に形成される。本発明による導線案内装置の更なる実施例は、
図７及び図８に示されている。図７及び図８に示す導線案内装置の基本構造は、図５及び
図６に示す導線案内装置の構造に対応する。２つの実施例の差異は、図７及び図８による
実施例では、保持要素は、図示の実施例では略円形の断面を有する２つの保持部セクター
１３、１４を有しているため個々の導線が案内されうることにある。また、個々の束が保
持部セクター１３、１４の中を案内されるという可能性もある。保持部セクター１３、１
４の断面は、異なってもよい。図９は、導線案内装置の更なる実施例を示す図である。導
線案内装置は、２つの重なり合う条片１５、１６から形成される支持ユニット１を有する
。保持要素１７は、支持ユニットから形成され、これらはそこの長手方向に対して略直角
に支持ユニット１へ突出する。トラック１５、１６は、ブラケット１８で一緒に接続され
る。
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